
 

委 託 契 約 書  
 

１ 委託業務の名称  令和８年度林野火災予防宣伝発信業務 

２ 履 行 期 間  令和８年４月 21 日から 令和９年３月 21 日まで 

３ 委託業務の場所  県内一円 

４ 委 託 料  金 〇〇 円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 ○○ 円） 

５ 契 約 保 証 金  金 ○○ 円  

  

  

 

岩手県（以下「甲」という。）と○○○○（以下「乙」という。）とは、上記の委託業務に

ついて、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な委託契約を締

結し、信義に従って誠実にこれを履行する。 

   

（総則） 

第１条 甲及び乙は、この契約書の条項に基づき、仕様書等に従い、法令を順守し、この契

約（この契約書及び仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。）を履行し

なければならない。 

２ 乙は、契約書記載の業務（以下「業務」という。）を契約書記載の履行期間（以下「履

行期間」という。）内に完了し、甲は、その委託料を支払うものとする。 

（実施に関する指示） 

第２条 甲は、その意図する業務を完了させるために、乙に対し、業務の履行に関して、そ

の作業に立ち会い、又は必要な事項を指示することができる。 

２ 乙は、業務の履行に関し、必要があると認めるときは、甲の指示を受けるものとする。 

（権利義務の譲渡等） 

第３条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはな

らない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 

（再委託の禁止等） 

第４条 乙は、業務の全部又はその一部の履行を第三者に委託し、又は請け負わせてはなら

ない。ただし、業務の主たる部分以外については、あらかじめ書面により甲の承諾を得た

ときは、この限りでない。 

（仕様書等の変更、業務の中止等） 

第５条 甲は、必要があると認めるときは、その内容を乙に書面により通知して、業務の仕

様書等及び業務に関する指示を変更し、又は業務を一時中止させることができる。 

２ 前項の場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託料を

変更し、乙に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。 

（履行期間の延長） 

第６条 乙は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了すること

ができないときは、その理由を明示した書面により甲に履行期間の延長変更を請求するこ

とができる。 

２ 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要と認められる場合は、履行期

間を延長しなければならない。この場合において、その履行期間の延長が甲の責めに帰す

べき事由による場合においては、甲は、委託料について必要と認められる変更を行うとと

もに、乙に損害を及ぼしたときは必要な経費を負担しなければならない。 



（第三者に及ぼした損害） 

第７条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に損害の賠償を行わ

なければならないときは、乙がその賠償額を負担する。ただし、甲の責めに帰すべき事由

により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。 

（検査） 

第８条 乙は、業務を完了したときは、その旨を業務完了報告書（様式第１号）により甲に

通知しなければならない。 

２ 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に業務の

完了を確認するための検査を完了しなければならない。 

３ 前項の検査に合格したときをもって、業務を完了したものとする。 

４ 乙は、第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければなら

ない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各号の規定を準用する。 

（委託料の支払） 

第９条 乙は、前条第２項（前条第４項において準用する場合を含む。以下この条において

同じ。）の検査に合格したときは、請求書（様式第２号）を甲に提出するものとする。 

２ 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して 30 日以内

に委託料を支払わなければならない。 

（前金払） 

第 10 条 甲は、必要があると認められる場合は、委託料の９割以内を前金払することがあ

る。 

２ 乙は、前金払を請求しようとするときは、前金払請求書（様式第３号）を甲に提出する

ものとする。 

（履行遅滞の場合における違約金等） 

第 11 条 乙の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合

においては、甲は、違約金の支払いを乙に請求することができる。 

２ 前項の違約金の額は、遅延日数に応じ、年 3.0 パーセントの割合で計算した額とする。 

３ 甲の責めに帰すべき事由により、第９条第２項の規定による委託料の支払いが遅れた場

合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 3.0 パーセントの割合で計

算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。 

（契約不適合責任） 

第 12 条 甲は、乙が実施した業務に契約の内容に適合しないものがあるときは、乙に対し、

履行の追完を請求することができる。 

２ 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期

間内に履行の追完がないときは、甲は、乙に対し、委託料の減額を請求することができる。 

３ 前２項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。 

（甲の催告による解除権） 

第 13 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行

の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、

その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らし

て軽微であるときは、この限りでない。 

(1) 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 221 条第２項の規定に基づき甲が行う調査を

妨げ、若しくは同項の規定に基づき甲が求める報告を拒み、又は第２条の規定による甲

の指示に従わなかったとき。 

(2) その他この契約に違反したとき。 

（甲の催告によらない解除権） 

第 14 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除するこ



とができる。 

(1) 不正の手段により委託料の支払を受けたとき。 

(2) 乙が次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、

乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時委託業務等の契約を締結する事

務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同

じ。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。

以下この号において「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以

下この号において「暴力団」という。）又は暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に

規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。）であると認められるとき。 

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認め

られるとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

していると認められるとき。 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。 

カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約（以下「下請契約等」という。）

に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該

者と契約を締結したと認められるとき。 

キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を、下請契約等の相手方としていた場

合（カに該当する場合を除く。）に甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれ

に従わなかったとき。 

第 15 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、委託料の 100 分の５に相

当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 

(1) 第 13 条又は前条の規定によりこの契約が解除された場合 

(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務につ

いて履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成 16 年法律第 75

号）の規定により選任された破産管財人 

(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成 14 年法律

第 154 号）の規定により選任された管財人 

(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成 11 年法律

第 225 号）の規定により選任された再生債務者等 

３ 第１項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われている

ときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。 

４ 第１項及び前項の規定は、委託料の支払があった後においても適用するものとする。 

第 16 条 甲は、第 13 条及び第 14 条に規定する場合のほか、業務が完了するまでの間、必

要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損

害を賠償しなければならない。 

（損害賠償） 

第 17 条 甲は、第 13条及び第 14 条の規定によりこの契約を解除した場合において、第 15



条の違約金又は契約保証金（契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該

担保の価値）の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金とし

て乙から徴収する。 

（乙の解除権） 

第 18 条  乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 

(1) 第５条の規定により仕様書を変更したため委託料が３分の２以上減少したとき。 

(2) 第５条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の５（履行期間の 10 分の５が

６月を超えるときは、６月）を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、

その一部を除いた他の部分の業務が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除

されないとき。 

(3) 甲がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の履行が不可能となったとき。 

２ 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の

賠償を甲に請求することができる。 

（契約解除に伴う委託料の返還） 

第 19 条 乙は、第 13条及び第 14 条並びに第 16 条第 1項の規定によりこの契約を解除され

た場合において、すでに委託料の支払がなされているときは、甲の定めるところにより、

委託料を返還するものとする。 

２ 乙は、前項の規定により委託料を返還しなければならない場合において、これを甲の定

める納期限までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、

年 3.0 パーセントの割合で計算した延納利息を甲に支払わなければならない。 

（不当介入に対する措置） 

第 20 条 乙は、乙又はこの契約における下請契約等の相手方が暴力団等から不当要求又は

契約の適正な履行を妨げる妨害を受けた場合は甲に報告し、及び警察にも通報しなければ

ならない。 

（秘密の保持） 

第 21 条 乙の代表者又は使用人、従事者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人

に漏らしてはならない。 

（書類の保存） 

第 22 条 乙は、この契約に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、令和 14 年３月 31

日まで保存するものとする。 

（補則） 

第 23 条 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約に疑義が生じたときは、甲、

乙協議して定めるものとする。 



 

この契約締結の証として、本書２通を作成し、甲、乙が記名押印し、それぞれその１通を

保有するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

甲  岩手県 

代表者 岩手県知事             ㊞ 

              

乙  ○○県○○市○○町○○ 

○○○○株式会社 

 代表取締役 ○○ ○○                

上記代理人  ○○県○○市○○町○○ 

      ○○○○株式会社○○支社 

       支店長  ○○ ○○          ㊞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第１号） 

  年  月  日 

 

 

 岩手県知事       様 

 

 

                       住 所 

                       商号又は名称 

                       代表者氏名           

 

 

業 務 完 了 報 告 書 

    年 月 日付けで契約を締結した下記委託業務は、   年 月 日をもって完了したの

で、契約書第 条第 項に基づき報告します。 

記 

１ 委託業務の名称 

２ 履 行 期 間     年 月 日から   年 月 日まで 

３ 委託業務の場所 

４ 委 託 料                    円 

  



（様式第２号） 

  年  月  日 

 

 岩手県知事       様 

 

 

                      住 所 

                      商号又は名称 

                      代表者氏名            

 

 

請   求   書 

 次のとおり委託料の支払いを請求します。 

請 求 金 額                          円 

委 託 業 務 の 名 称  

委 託 業 務 の 場 所  

委 託 料                          円 

 

 前回までの受領済額の内訳 

前 金 払 円  円 

 

  振込金融機関  名称         本店・支店 口座番号 普通・当座 

 

 



（様式第３号） 

  年  月  日 

 

 岩手県知事       様 

 

 

                       住 所 

                       商号又は名称 

                       代表者氏名           

 

 

前 金 払 請 求 書 

     年  月  日付けで契約を締結した○○委託業務について、委託料の前金払を受けた

いので、次のとおり請求します。 

記 

１ 前金払請求金額 

委託契約額 前回までの受領済額 今回請求額 差引残額 

      円 

 

 

        円 

 

 

        円 

          

 

      円 

 

 

 

２ 前金払を必要とする理由 

 

 

３ 資金計画書（必要経費の内訳） 

 

 

４ 振込金融機関      名  称               支店・本店 

              口座番号  普通・当座              

               

 

 

 

 （注）３の資金計画書は、作成した場合に記入、添付する。 



令和８年度林野火災予防宣伝発信業務仕様書 

 

１ 事業目的 

林野火災の未然防止と予防意識の高揚を目的として、テレビ・ラジオ・ソーシャルメディア（以下

「各メディア」という。）を活用して、県民を対象に林野火災予防の宣伝発信活動を行う。 

 

２ 事業内容 

山火事防止運動期間中、野焼き・ゴミ焼き・たき火の増加が予想される日曜、祝日を中心に、各メ

ディアにより林野火災予防ＣＭを発信し、農林業作業者や行楽等の入山者に対して、林野火災予防の

注意を呼びかける。 

 

３ 実施期間 

実施時期は令和８年４月 21 日～５月 31日及び令和９年２月 26日～３月 21 日とする。 

 

４ 各メディアの内訳 

  （１）テレビ 

放送局は株式会社テレビ岩手（以下「ＴＶＩ」という。）、株式会社岩手朝日テレビ（以下「Ｉ

ＡＴ」という。）、株式会社アイビーシー岩手放送（以下「ＩＢＣ」という。）、株式会社岩手め

んこいテレビ（以下「ＭＩＴ」という。）とする。 

  （２）ラジオ 

     放送局はＩＢＣが運営するラジオ（以下「ＩＢＣラジオ」という。）とする。 

  （３）ソーシャルメディア 

放送局はグーグルＬＬＣが運営するＹｏｕＴｕｂｅ（以下「ユーチューブ」という。）とする。 

 

５ 各メディアで使用する広報ＣＭ 

（１）テレビ 

森林整備課で制作した山火事予防ＣＭとする。（なお、放映時にモデル出演料が発生する。） 

  （２）ラジオ 

     広報文は以下のとおりとする。 

いわての森林づくり県民税からのお知らせです。 

春は空気が乾燥し、山火事が起こりやすい時期です。 

屋外作業やキャンプなど、野外での火の取り扱いには十分注意 

して、大切な森林を山火事から守りましょう。 

（95 文字） 

（３）ソーシャルメディア 

森林整備課で制作した山火事予防ＣＭとする。 

 

６ 各メディアによる放送日及び放送時間帯 

（１）テレビ 

ア 放送日 

令和８年４月の放送日は 25・26・29 日の３日間とする。 

令和８年５月の放送日は２・３・４・５・６・９・10・16・17・23・24 日の 11日間と

する。 

令和９年２月の放送日は 26・27・28 の３日間とする。 

令和９年３月の放送日は６・７・13・14・20・21日の６日間とする。 

イ 放送時間帯 

朝７時前後（１回/日）とする。 

（２）ラジオ 

ア 放送日 

令和８年４月の放送日は 25・26・29 日の３日間とする。 



令和８年５月の放送日は１・２・３・４・５・６・９・10・16・17 日・23 日・24 日の

12 日間とする。 

令和９年２月の放送日は 26・27・28 日の３日間とする。 

令和９年３月の放送日は６・７・13・14・20・21日の６日間とする。 

イ 放送時間帯 

令和８年４月は朝７時、昼 12時、夕方５時前後（３回/日）とする。 

令和８年５月は朝７時、昼 12時（２回/日）とする。 

令和９年２月は朝７時（１回/日）とする。 

令和９年３月は朝７時、昼 12時（２回/日）とする。 

  （３）ソーシャルメディア 

ア 放送日 

令和８年４月の放送日は 21・22・23・24・25・26・27・28・29・30 日の 10 日間とする。 

令和８年５月の放送日は１日から 31 日までの 31日間とする。 

令和９年２月の放送日は 26 日から 28 日までの３日間とする。 

令和９年３月の放送日は１日から 21 日までの 21日間とする。 

 

７ 各メディアによる放送回数 

                                          単位 回 

放送局 令和８年４月 令和８年５月 令和９年２月 令和９年３月 計 

ＴＶＩ ３ 11 ３ ６ 23 

ＩＡＴ ３ 11 ３ ６ 23 

ＩＢＣ ３ 11 ３ ６ 23 

ＭＩＴ ３ 11 ３ ６ 23 

（テレビ計） 12 44 12 24 92 

ＩＢＣラジオ ９ 24 ３ 12 48 

ユーチューブ 25,000 25,000 10,000 25,000 85,000 

  

 

８ その他 

ユーチューブを活用したＣＭの対象は以下のとおりとする。ユーチューブ配信終了後は、視聴レポ

ート（任意様式）を提出すること。 

対象項目 設定値 

広告の種類 インストリーム広告 

配信エリア 岩手県全体 

属性 森林、山火事、たき火、キャンプ、アウトドア、ハイキン

グ、登山、農業 

フリクエンシーキャップ※ １回/日 

 ※同一ユーザーに対する視聴制限 

 


